
審査項目 審査ポイント 評価ポイント 評価点（配点）

①事業者
・経営の健全性
・他院での導入実績

・経営状況に安全性、信頼性があるか
・他院での導入実績があるか

5

②提案使用料 ・提案料率
・提案使用料の率は病院の収益向上が期待できる内容

になっているか
5

・テレビの利用料金は仕様書に記載されている金額以下

であるか
5

・冷蔵庫の利用料金は仕様書に記載されている金額以下

であるか
5

・洗濯機の利用料金は仕様書に記載されている金額以下

であるか
5

・乾燥機の利用料金は仕様書に記載されている金額以下

であるか
5

・イヤホンの利用料金は仕様書に記載されている金額以

下であるか
5

・テレビ（床頭台）のデザイン、安全性、機能性、使いやす

さ、省エネは優れているか
5

・冷蔵庫の機能性、衛生面、使いやすさ、省エネは優れて

いるか
5

・洗濯機の容量、定期清掃の状況、使いやすさ、省エネは

優れているか
5

・乾燥機の容量、定期清掃の状況、使いやすさ、省エネは

優れているか
5

・チャンネル数は充実しているか

・院内放送には対応しているか
5

・院内コンサート等の中継放送が明確化されているか 5

・責任者が明確で、適正な勤務体制が確保されているか 5

・緊急時の対応、所要時間は適切か

・メンテナンスの間隔、回数は適切か
5

・患者への周知は病院職員の負担軽減となるよう整理さ

れているか
5

⑦導入までの計
画

・整備スケジュール

・導入までのサポート内容

・事業者選考後、速やかに事業開始が可能か

・事業導入までのサポート体制が整えられているか
5

⑧その他 ・提案の独自性、優位性
・提案事業者ならではの独自性や優位性が提案内容に

含まれているか
5

90

（90点満点）

合　　　計

⑤放送内容
・入院患者及び外来患者へのサービス向上

・チャンネル数等放送内容

・院内放送内容

⑥メンテナンス

・適切かつ十分な体制による業務の実施

・待機人数、体制

・対応所要時間

・緊急対応受付期間

・メンテナンスの間隔、回数

・患者への周知

県立安芸津病院テレビ床頭台システム及び洗濯機器設置・運営業務に係る評価基準

③利用料金

・テレビ（床頭台）

・冷蔵庫

・洗濯機

・乾燥機

・イヤホン

④設置機器

・安全性、耐久性に優れ、入院患者の療養環境の

向上

・床頭台（テレビ・冷蔵庫・セーフティボックス・課金

機）

・テレビ（外来患者用広報ディスプレイ）

・洗濯機、乾燥機

・カード自動販売機、カード精算機


